
広報ごしょがわら広告掲載事業実施要領 
 
 
（目的） 
第１条　この要領は、広報ごしょがわら（以下「広報」という。）に広告を掲載することに関し、五所川原市広

告掲載要綱（平成２０年五所川原市告示第７号）及び五所川原市広告掲載基準（平成２０年２月１日付け五

管発第１２０号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
 
（広告掲載位置） 
第２条　広告の掲載位置は、市の指定した位置とする。 
 
（広告の規格、掲載料等） 
第３条　広告の規格、掲載料等は、別表のとおりとする。 
 
（広告掲載者の募集） 
第４条　広告掲載者の募集は、広報、市ホームページ等を通じ公募により行うものとする。 
 
（広告掲載の申込み） 
第５条　広告掲載の申込みは、広報ごしょがわら広告掲載申込書（様式第１号）に広告図案を添えて、掲載を

希望する号の発行日の前月の２１日（その日が市の休日に当たるときは、その休日前直近の平日）までに行

うものとする。この場合において、広告図案作製経費及び申込みに係る経費は、広告掲載者の負担とする。 
２　１回の申込みで複数回分の掲載を申し込む場合は、初回掲載号と同一の年度内に発行する広報への掲載分

を申し込むことができる。 
 
（広告掲載の決定等） 
第６条　市長は前条の申込書を受理したときは、募集期間終了後、内容を審査し広報ごしょがわら広告掲載決

定通知書（様式第２号）及び広報ごしょがわら広告不掲載決定通知書（様式第３号）により、その可否を通

知する。 
２ 申込件数が募集枠数を超えた場合は、先着順とする。 
 
（広告掲載料の納入） 
第７条　広告掲載料は、掲載決定後、市長の指定する期日までに納めなければならない。 
 
（広告掲載の取りやめ） 
第８条　広告掲載者は、広報ごしょがわら広告掲載取りやめ申出書（様式第４号）を提出し、広報への広告掲

載の取りやめを申し出ることができるものとする。 
２ 前項の規定により、広告掲載を取りやめたときには、すでに納付した広告掲載料は返納しない。 
 
（広告掲載の取り消し） 
第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該広告の掲載を取り消すことができる。 
（１）広告掲載者が広告掲載料を期日までに納入しなかったとき。 
（２）その他広報への掲載上支障があると認められるとき。 
 
（その他） 
第１０条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
 
 
 



（別表） 

　　＊１回の申込みで６回以上の掲載を申し込む場合、一括前納に限り、広告掲載料合計額から１割を減じる

ことができる。 
 
 
附　則 

この要領は、平成２０年５月３０日から施行する。 
附　則 

この要領は、平成２３年９月１４日から施行する。 
附　則 

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 
附　則 

この要領は、平成２６年３月１７日から施行する。 
附　則 

この要領は、令和元年８月３０日から施行する。 
附　則 

この要領は、令和３年５月２０日から施行する。 
　　附　則 
この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
　　附　則 
この要領は、令和７年１１月２５日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 種類 規格（縦×横） 色数 広告掲載料／回

 ０号 ２６３ｍｍ×１７９ｍｍ １色（黒） １８０，０００円

 １号 １０１ｍｍ×１７９ｍｍ １色（黒） ７２，０００円

 ２号 ４８ｍｍ×１７９ｍｍ １色（黒） ３６，０００円

 ３号 　　４８ｍｍ×　８８ｍｍ １色（黒） １８，０００円


